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中小企業の支援、地方創生

中小企業向け投資促進税制等の見直し及び延長

新型コロナや自然災害の影響により、地域経済の中核を担う中小企業の状況は厳しさを増しているため、ポストコロナを見据えて、中小

企業の生産性向上や経営基盤の強化を積極的に支援し、状況を緩和させることを目的とする。

背景・目的

3つの税制措置の概要（大枠）

大項目 内容

対象法人 青色申告書を提出している、中小企業者等注1

対象時期 2023年3月31日まで（2年延長）

税額措置 変更点を含めた大枠を下記に、次ページから詳細を記載

※税額控除：中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制と合わせて、当期法人税額の 20％が上限

制度の概要
中小企業投資促進税制【2年延長】

特別償却 30％ 又は 税額控除 7％

※変更点：対象法人の追加、対象事業の拡充、対象資産の除外

商業・サービス業・

農林水産業活性化税制【廃止】

中小企業経営強化税制【2年延長】

即時償却 又は 税額控除 10%（7％）

※変更点：類型の追加と、それに伴う要件の追加

A類型：生産性向上設備

B類型：収益力強化設備

C類型：デジタル化設備

D類型：経営資源集約化設備【追加】

【吸収】

注1：資本金額が1億円以下の法人（以下の法人を除く)

・大規模法人（資本金額が1億円超の法人）により株式を50%以上保有されている場合 ・複数の大規模法人に発行済株式の2/3以上が保有されている場合
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中小企業の支援、地方創生

中小企業向け投資促進税制等

中小企業経営強化税制

大項目 小項目 内容

対象法人 中小企業者等、農業協同組合等

適用期限 2023年3月31日まで（2年延長）

指定事業 主に、製造業、建設業、農林水産業、小売業、卸売業、サービス業等

適用要件 ① 青色申告書を提出していること

② 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、国内の指定事業用に新品の

設備を取得すること

対象資産 ① 4つの類型のいずれかに該当するもの（詳細は次ページ）

② 生産等設備を構成するもの（事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物、福利厚生施設に係る

ものは該当しない）

③ 中古資産・貸付資産でないこと等

税制措置 特別償却 取得価額から普通償却限度額を控除した金額（即ち、取得価額の金額を即時償却）

税額控除 特定中小企業等
注1

取得価額 × 10％

上記以外 取得価額 × 7％

※下記、変更点を青字で記載

注1：中小企業者等の中で、さらに資本金3,000万円以下の法人
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中小企業の支援、地方創生

中小企業向け投資促進税制等

【A類型】生産性向上設備

適用要件 生産性が旧モデル比平均1％以上向上する設備

確認者 工業会等

対象資産

（取得年数）

機械装置 1台 160万円以上（10年以内）

器具備品 1台 30万円以上 （6年以内）

測定・検査工具 1台 30万円以上 （5年以内）

建物附属設備 1台 60万円以上 （14年以内）

ソフトウェア 1台 70万円以上 （5年以内）

※情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

【B類型】収益力強化設備

適用要件 投資収益率が年平均5％以上の投資計画に係る設備

確認者 経済産業局

対象資産 機械装置 1台 160万円以上

器具備品 1台 30万円以上

工具 1台 30万円以上

建物附属設備 1台 60万円以上

ソフトウェア 1台 70万円以上

【C類型】デジタル化設備

適用要件 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする

設備

確認者 経済産業局

対象資産 機械装置 1台 160万円以上

器具備品 1台 30万円以上

工具 1台 30万円以上

建物附属設備 1台 60万円以上

ソフトウェア 1台 70万円以上

【D類型】経営資源集約化設備

適用要件 修正ROA（総資産収益率）又は有形固定資産回転率が

一定以上上昇する設備

※経営資源集約化措置（仮称）が記載された経営力向上計画を

実施するための設備（詳細は経営資源集約化税制参照）

確認者 詳細は不明

対象資産 詳細は不明
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中小企業の支援、地方創生

中小企業向け投資促進税制等

中小企業投資促進税制

大項目 小項目 内容

対象法人 中小企業者等、農業協同組合、商店街振興組合注1等

適用期限 2023年3月31日まで（2年延長）

指定事業 主に、製造業、建設業、農林水産業、小売業、卸売業、サービス業等

【追加】不動産業注2、物品賃貸業、料理店業その他の飲食店業（料亭、バー、キャバレー、ナイト

クラブ等、生活衛生同業組合の組合員が行う事業に限る）

適用要件 ① 青色申告書を提出していること

② 国内の指定事業用に新品の設備を取得した場合

対象資産

（価額要件）

機械装置 1台 160万円以上

ソフトウェア 1台 70万円以上（ただし、複数の合計額で判定を行う場合は「少額減価償却資産の損金算入」及び

「一括償却資産の損金算入」の規程の適用を受けたものを除く）

工具 1台 120万円以上（ただし、複数の合計額で判定を行う場合は1台 30万円以上）

普通貨物自動車 総重量 3.5t以上

内航船舶 内航海運業の用に供される船舶

※匿名組合契約等の目的である事業の用に供する資産を除外

税制措置 特別償却 取得価額※ × 30％ （※内航船舶の場合は取得価額の75％相当額）

税額控除 特定中小企業等 取得価額 × 7％

上記以外 適用不可

注2：上記同様、制度が一本化されたことにより、指定業種も追加されることとなる

注1：「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の対象法人にある「中小企業等協同組合」に該当するもので、こちらの税制が「中小企業投資促進税制」に吸収されたことにより、対象法人が追加されることとなる

※下記、変更点を青字で記載
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中小企業の支援、地方創生

中小企業向け投資促進税制等

中小企業防災・減災投資促進税制

大項目 小項目 内容

対象法人 中小企業者等、農業協同組合等

適用期限 2023年3月31日まで（2年延長）

適用要件 ① 青色申告書を提出していること

② 事業継続力強化計画の認定を受けた日から1年以内に設備取得をすること

対象資産

（価額要件）

機械装置 1台 100万円以上

器具備品 1台 30万円以上

建物附属設備 1台 60万円以上

追加資産 • 架台（対象資産をかさ上げするために取得等をするものに限る）及び無停電電源装置

• 感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ

• 資本的支出により取得等をする資産

除外資産 • 火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び防火シャッター

• 資産の取得等に充てるための補助金等の交付を受けて取得等をするもの

税制措置 特別償却 2023年3月31日以前に設備取得をした場合 取得価額 × 20％

2023年4月1日以降に設備取得をした場合 取得価額 × 18％

※下記、変更点を青字で記載
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中小企業の支援、地方創生

中小企業向け投資促進税制等

◼ 中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制の対象設備にD類型を追加（ただし、具体的な対象資産等
については要確認）

◼ 中小企業投資促進税制

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度が
廃止されたことに伴い、中小企業投資促進税制の対象法人及び対象指定事業を
追加

◼ 中小企業防災・減災投資促進税制

中小企業防災・減災投資促進税制の対象資産の追加及び除外

留意点


